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今年度も法人の設立や運営に関する相談のほか、社員の
高齢化などの理由から法人を解散したいという相談も寄
せられました。解散すると法人としての契約行為などは
できなくなりますが、解散後に任意団体や個人として活
動を続けたいという方も多くみられました。

NPO法人は、社会貢献のための公益的な活動の促進のために
少ない予算で設立でき、法人名義による契約行為の主体にな
ることが可能な法人格です。お金のかからないという理由で
選ばれることもありますが、毎年度の活動報告、総会の開催、
団体の情報公開など広く市民に監督してもらうために様々な
義務が生じます。

今年度は会社に勤務されている方や学生の方など様々な方
が、相談や講座に参加されました。活動の始め方は、団体の
立ち上げやボランティアとして参加するなど様々あります。

多様化する社会課題に関心を持ち、市民活動団体を設立し
たいと考えている方も多く来館されます。多くの場合は法
人格を持たない任意団体として立ち上げ、仲間集めとメン
バーの会費を元に小規模での活動をしつつ、ニーズの調査
をすることをおすすめしています。

センターでは、公益的な活動をしている方を対象に、会議室や
ミーティングコーナーの貸出、ウェブサイトやメールマガジン
での広報のお手伝いをしています。今年度は「ふらっと」での
企画展示や、共催での講座開催など、登録団体の方のご協力の
もと、活動を一般の方に知ってもらうための取り組みを行いま
した。

NPOって何？NPOと NPO法人の違いは？など、NPOが初めての人のための勉強
会です。「この特集を見て聞きたいことが出た」という方もぜひご参加ください！

「ふらっとポスト」は、センターやNPOに関す
る質問のほか、ちょっとしたお悩みを受付中。
届いたメッセージにはスタッフがお答えします。
メッセージお待ちしています！

センターの登録には、所定の様式とともに、会則と会員名簿、
活動がわかる書類の提出をお願いしています。会則は団体
の入会、会計、団体の意思決定（理事会・総会）などを定
めたもので、団体の活動方針として使用する他、助成金の
申請などで提出を求められる場合があります。
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イベント・講座情報

センターからのお知らせ

登録団体からのお知らせ
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Ｑ．ＮＰＯ法人の活動を知る方法は？
内閣府や所轄庁のウェブサイトを覗いてみてはＡ.
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